（１）「インターネットを利用したアマチュア無線設備の遠隔操作」についての適合資料

1、 遠隔操作を行う送信機：　第一送信機
2、 送信機の名称：八重洲無線株式会社　FT897D
3、 遠隔操作を行うためのソフトウェア：
マイクロソフト社のリモートデスクトップ機能を利用し送信所の無線機コントロールアプリケーションを操作所側パーソナルコンピューターから操作利用する。
[アプリケーションソフトの構成]
操作所側パーソナルコンピューター
Windows標準リモートデスクトップ機能（リモートデスクトップクライアントソフト）
[bookmark: _GoBack]NETDUETTO　（音声交換ソフト）
送信所側パーソナルコンピュータ
Windows標準リモートデスクトップ機能（リモートデスクトップサーバーソフト）
Han Radio Deluxe　（無線機コントロールソフト）
NETDUETTO　（音声交換ソフト）
4、 送信装置の構成図

　　　　　送信所側　　　　　　　　　　　　　　　　　　　操作所側
パーソナルコンピューター
パーソナルコンピューター


クライアント
インターネット
サーバー
無線機




５、「電波法審査基準の要件（第１５条の２６アマチュア局の遠隔操作」の適合説明
（１）電波の発射の停止が確認できるものであること。
	リモートデスクトップ機能を利用することにより、操作所のパーソナルコンピュータから送信所無線設備の表示部と同様の表示が可能で、免許人が常に無線設備を監視及び制御でき電波の発射の停止も確認できます。



（２）免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置してあること。
	リモートデスクトップ機能を利用することにより、送信所の無線設備の遠隔操作は、操作部において他人がアクセス出来ないようにＩＤ、パスワードによるセキュリティ管理を行っているもので、免許人以外の者が操作出来ないように措置しているものです。



（３）連絡線は、専用線であること。ただし、次に掲げる場合を除く。
イ インターネットの利用により遠隔操作を行う場合であって、次の（ア）及び（イ）の要件に適合するもの
（1） 免許人以外の者がインターネットの利用により無線設備を操作できないよう措置しているものであること。
	上記（２)に同じ



（2） 運用中は、免許人が常に無線設備を監視及び制御をしているものであり、その具体的措置が確認できるものであること。
	上記（１)に同じ



（４） 電波が連続的に発射し、停波しなくなる等の障害が発生したときから３時間以内において速やかに電波の発射を停止できることが確保されているものであって、その具体的方法が確認できるものであること。
	リモートデスクトップ機能を利用することにより、操作所のパーソナル・コンピュータから送信所無線設備の表示部と同様の表示及び操作が可能で、免許人が常に無線設備を監視及び制御でき、送信所無線設備の電波の発射を停止する機能を備えています。また上記の機能が動作しない場合に備えて、送信所へ社会通念上の機関として想定される交通手段（電車、バス、車、その他）を利用して、常に３時間以内に自局の送信所へ戻り電波の停止ができる場所で運用します。



















（2） 「専用線（ＬＡＮ）を利用したアマチュア無線設備の遠隔操作」についての適合資料

１、遠隔操作を行う送信機：　第一送信機
２、送信機の名称：八重洲無線株式会社　FT897D
３、遠隔操作を行うためのソフトウェア：
マイクロソフト社のリモートデスクトップ機能を利用し送信側の無線機コントロールアプリケーションを操作側パーソナルコンピューターから操作利用する。
[アプリケーションソフトの構成] 
操作側パーソナルコンピューター
Windows標準リモートデスクトップ機能（リモートデスクトップクライアントソフト）
NETDUETTO　（音声交換ソフト）
送信側パーソナルコンピュータ
Windows標準リモートデスクトップ機能（リモートデスクトップサーバーソフト）
Han Radio Deluxe　（無線機コントロールソフト）
NETDUETTO　（音声交換ソフト）
4、 送信装置の構成図
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５、「電波法審査基準の要件（第15アマチュア局　26アマチュア局の遠隔操作」の適合説明
（１）電波の発射の停止が確認できるものであること。
	リモートデスクトップ機能を利用することにより、操作側のパーソナルコンピュータから送信側無線設備の表示部と同様の表示が可能で、免許人が常に無線設備を監視及び制御でき電波の発射の停止も確認できます。



（２）免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置してあること。
	リモートデスクトップ機能を利用することにより、送信側の無線設備の遠隔操作は、操作側において他人がアクセス出来ないようにＩＤ、パスワードによるセキュリティ管理を行っているもので、免許人以外の者が操作出来ないように措置しているものです。



（3） 連絡線は、専用線であること。
	宅内リモートにつき該当しないものです。



（4） 電波が連続的に発射し、停波しなくなる等の障害が発生したときから3時間以内において速やかに電波の発射を停止できることが確保されているものであって、その具体的方法が確認できるものであること。
	宅内リモートにつき該当しないものです。



